
公益社団法人日本女医会への寄附金は、 
税制上の優遇措置が受けられます 

 
当会への寄附金は、特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が 
適用され、所得税（個人）、法人税（法人）の控除を受けることができます。 

 
個人が寄附をされる場合   
☆所得税  （所得控除）課税前の所得から差し引かれます。 

寄附総額（上限は年間所得の 40％）－2 千円 × ＝  控除額 

 
 
尚、所得控除を受ける為には確定申告が必要です。 
対象となる金額を記載し、確定申告書に当会発行の領収書を添付する必要があります。 
（申請の詳細についてはお近くの税務署に、お問い合わせください。） 

なお、当法人は税額控除の対象となる公益法人ではありません。 
 

☆個人住民税 
都道府県・市町村が各々の条例で指定した寄附金が個人住民税の軽減措置（寄附金控除）の

対象となります。（上限は年間所得の 30％まで）各市町村によって取り扱いが異なりますので、
お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせ下さい。 
 
 
法人（医療法人など）が寄附をされる場合  

申告所得から損金（費用）として、寄附をした法人の所得金額に応じ、一定の限度額まで計
上する事ができます。一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設け
られています。 
最大で一般分と別枠分の寄附金が損金算入できることとなります。 
（各法人により違いがございますので、管轄の税務署にお問い合わせください） 
 

 

★領収書は、公益社団法人日本女医会が発行し、主たる事業に関する寄附である事が 
明記された物であれば、証明書も不要です。（収入印紙も不要） 

 
 
 

お問い合わせ・公益社団法人日本女医会 事務局  
TEL:03-6447-0820  FAX:03-6447-0821 

ご存じですか？ 

所得税率 

課税所得額に 

よって異なる 


